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令和５年度

雇用保険事務担当者研修会

１ 添付書類の照合省略

２ 最近の雇用保険の改正事項等

３ 得喪関係

４ 離職証明書（離職票）

５ 雇用継続給付（高齢・介護）

６ 育児休業給付



１ 添付書類の照合省略
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（１）対象事業主

① 過去の取扱実績からみて、被保険者に関する適正な事務処理が行われており、提出された
届出の記載内容に信頼性が高いと認められること。
なお、この判断に当たっては、過去1年間を目安として、次の点を考慮します。

イ 過去に照合省略に係る各手続を行った実績のある事業所であること。
ロ これまでに事務手続の処理に起因する不正受給等がないこと。
ハ 故意又は重大な過失により、雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した
事例がないこと。

ニ 労働基準法に定める労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等を完備していること。
ホ 当該事業主に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る
労働保険料を滞納していないこと。

ヘ その他、公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応できる事業主であること。

② 雇用保険の事務処理遂行に係る組織・体制が構築されており、事務処理担当者の交替等に
よる事務処理水準の低下が懸念されないこと。以下のいずれかに該当するか判断します。

イ 雇用保険事務手続を担当する者及びこれを統括する者を配置した総務・人事・労務等の
独立した部門を具備していること。

ロ 雇用保険業務に係る知識を得る機会が社内の体制に組み込まれていること。
ハ 雇用保険業務手続に関するシステムを導入・構築していること。



省略可能 省略不可

資格取得届

① 雇用関係確認書類（契約書等）
② 取得年月日確認書類
（賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等）
※半年以上遡及時は省略不可

① 原則半年以上遡及：賃金台帳、出勤簿各全期間分、
遅延理由書、その他安定所が必要とした書類

② 兼務役員、同居親族、在宅勤務者等：証明書+添付書類

資格喪失届
離職年月日確認書類
（退職願、出勤簿等）

※原則半年以上遡及する場合
離職年月日確認書類が必要

離職票
⑧～⑫欄確認書類
（賃金台帳、出勤簿等）

① 離職理由確認書類（内容により異なります）
例）定年：就業規則 / 契約満了：契約書

② 受給要件緩和確認書類（診断書等）

転勤届 届出内容を精査する必要がある場合を除いて添付書類省略可

高年齢雇用継
続給付 出勤・休業の状態が確認できる書類、賃

金の支払状況を確認できる書類
①賃金台帳
②出勤簿
③労働者名簿

① 年齢確認書類（※マイナンバーの届出がある場合省略可）
② 振込先口座確認資料（本人名義の通帳、キャッシュカード）

育児休業給付
① 母子健康手帳等、育児の事実確認書類
② 振込先口座確認資料（本人名義の通帳、キャッシュカード）

介護休業給付
① 介護対象家族の確認書類（住民票、戸籍謄本等）
② 介護休業申出書
③ 振込先口座確認資料（本人名義の通帳、キャッシュカード）

１ 添付書類の照合省略

※上記の他、以下の書類も省略できません。
「提出済の書類に係る訂正」「短期雇用特例被保険者に係る添付書類（出稼手帳）」
「事業所に関する手続（設置、廃止、各種変更等）」「その他安定所が特に必要と判断した場合」

（２）省略可能な資料一覧
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照合省略が認められた事業主でも次のいずれかに該当したときは、照合省略の対象ではなくなります。

イ 労働関係法令の規定に違反したとき

ロ 労働保険関係の事務処理を怠ったとき

ハ 届出内容について確認不十分等により、著しく不適正であると認められるとき

（事務処理担当者の交替等により著しく事務処理水準が低下した場合を含む）

ニ サンプリングによる事後調査に協力しないとき

ホ その他、照合省略の対象事業主と認めるに適当でない行為があったとき

4

（３）照合省略の指定撤回

１ 添付書類の照合省略

関係書類との照合の省略が認められた事業主等からの申請・届出については、当該申請・届出件数の
一定数をサンプリングし、又は問題がある可能性がある場合など必要に応じて事後調査を行います。

（４）サンプリングによる事後調査



２ 雇用保険の最近の改正事項
改正内容 概要 改正時期

1 氏名変更届の廃止
氏名変更届の提出の廃止。氏名変更があった場合、その被保険者に係る各種手続き（資格喪
失、育児・介護休業、高年齢雇用継続給付等）の際、申請書の新氏名欄に記載する。

令和２年1月

2
特定法人に係る電子申
請の義務化

大企業（資本金１億円以上の法人）の電子申請の義務化。 令和２年４月

3
「被保険者期間」の
算定方法の変更

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月
が12か月以上（特定受給資格者、特定理由離職者及び高年齢被保険者は、 離職の日以前の
１年間に、被保険者期間が通算して６か月以上）ない場合、賃金支払の基礎となった時間数
が80時間以上ある月を1か月として計算。

令和２年８月

4
外国人労働者の在留
カード番号の記載義務

外国人労働者に係る雇用保険資格取得・資格喪失時について、在留カードに記載された在留
カード番号の記入の義務付。

令和２年10月

5
雇用継続給付の添付書
類省略

① マイナンバーの届出がある場合、高年齢雇用継続給付の年齢確認書類の添付省略可
② 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の「払渡希望金融機関指定届」

がパソコン入力等により記載されている場合、口座確認書類（通帳等）の添付省略可
令和３年８月

6
育児休業給付の資格者
要件の一部変更

育児休業開始日前２年間に賃金支払基礎日数（就労日数）が11日以上ある完全月が12か月
以上ない場合、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間にある場合には、育児休
業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。

令和３年９月

7 高年齢被保険者の特例
65歳以上の者が２社以上で働き、うち２社合計の労働時間が週20時間以上となる場合、希
望者のみ雇用保険加入が可能とする（雇用保険マルチジョブホルダー制度）。

令和４年１月

8 育児休業給付の改正
有期雇用労働者の取得要件緩和（1年以上雇用の撤廃）
１歳未満の子に関する育児休業の分割取得、産後パパ育休（出生時育児休業）の創設等。

令和４年４月
令和４年10月

9 事業主押印廃止 原則事業主が行う手続きについて、日雇関係の手続き以外押印が廃止。 令和5年10月

5

令和５年10月１日時点

※ここに記載しているのは事業主が行う手続きにおける改正事項についてです。そのため求職者給付や就業促進給付、教育訓練給付に関する改正については省略しております。
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愛知労働局ホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/home.html
↓
ホームページトップ画面から
↓
パンフレット・様式
↓
雇用保険関係

パンフレット、リーフレット、届出様式について
下記からダウンロードできます。

クリック

愛知労働局 雇用保険様式

こちらで検索！！
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※全国統一様式についてはハローワークインターネットサービスから、以下の手順でダウンロードできます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html

「事業主の方へのサービスの
ご案内」をクリック

「雇用保険・助成金の
ご案内」をクリック

「申請等をご利用の方
へ」をクリック

「雇用保険手続支援」
をクリック

ハローワークインターネットサービス・帳票一覧

こちらで検索！！
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電子申請について

役所の窓口がしまって
いても大丈夫

マイページで状況を
すぐに確認

パソコン上だけで
手続が完了

検索

https://shinsei.e-gov.go.jp/

イーガブ

どこからでも申請可能

電子申請のご利用について、是非ご検討ください。

電子申請アドバイザーとは
愛知労働局長から委嘱を受けた社会保険
労務士です。
雇用保険制度に精通し、電子申請につい
ても経験・知識が豊富です。

１ ２
場所
アドバイザーが事業所まで伺い、事業所
のPCの横でご案内します。
（アドバイザーは会社のPCを操作しませ
ん。）

アドバイスの内容
雇用保険の電子申請を始めるための、パソ
コンの環境設定、GビズID等の取得方法や
その費用、申請までの流れ等をご案内しま
す。

３

４
訪問後のフォロー
事業所訪問後に新たに発生した疑問点等に
も、お電話等でご案内します。

申し込み
ご希望の方は管轄のハローワークまでご
連絡ください。アドバイザーよりご連絡
し、訪問の日程調整をさせていただきま
す。

５

雇用保険電子申請アドバイザーについて
電子申請を始めるにあたって、不安がある場合は、是非ご利用ください。



３ 得喪関係
（１）資格取得届（取得日の翌月10日まで）

① 被保険者の範囲
適用事業主との間に雇用関係が存在し、以下の条件を満たす労働者は、本人の
希望の有無にかかわらず、原則として被保険者になります。

これらを満たす場合
在籍の初日＝取得日です。
試用期間も対象に含めます。

・1週間の所定労働時間が20時間以上である者
・31日以上引続き雇用されることが見込まれる者

② 取締役・理事等の役員を兼務する労働者（兼務役員）
・ 原則法人の役員は被保険者になりませんが、従業員身分があり給与支払等の面から

みて労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合被保険者となります。

・ 対象者のある場合は、「兼務役員雇用実態証明書」に、資料として
「登記事項証明書・定款・役員会議事録・就業規則・賃金台帳・出勤簿・労働者
名簿、雇用契約書等」を添付し、加入の可否について確認を受けてください。

③ 高年齢雇用継続給付の再開処理
過去に高年齢雇用継続給付の受給資格確認がされている者の資格取得をした場合
資格取得確認通知書（事業主通知用）に「高年齢雇用継続給付受給可」と印字されて
いる場合があります。
本人の同意を確認のうえ支給再開処理をしますので、御協力お願いします。
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３ 得喪関係
（２）資格喪失届（被保険者でなくなった日（離職日の翌日）の翌日から10日以内）

〇 喪失原因
喪失
原因 内容

１
・ 死亡
・ 在籍出向（退職金精算せず出向、退職金対象外の場合は有給引継して出向）

２

・ 自己都合、定年、契約期間満了、重責解雇
・ 移籍出向（退職金精算して出向、退職金対象外の場合は有給引継せず出向）
・ 取締役就任（兼務役員除く）
・ 週所定労働時間２０時間未満に変更

（※この際、記載する所定労働時間は週20時間未満になる前の時間を記載してください）

３
・ 解雇
・ 退職勧奨
・ 通算３年以上の契約期間満了のうち一部、等

〇 離職証明書（離職票）の交付
・ 被保険者期間が短くても、被保険者期間１５日以上の複数の離職票を組み合わせて提出することで

失業給付の受給資格を得る場合がありますので、離職者本人が交付を希望しないことが明確な場合
を除き資格喪失届と同時に提出してください。

・ 資格喪失届提出後に離職票の交付希望があった場合は、
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（事業主通知用）」を添付してください。

・ 記載方法は「４ 離職証明書（離職票）」にて詳しく説明します。
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３ 得喪関係
（３）外国人労働者に係る取得・喪失時の注意点

「特別永住者」を除く外国人を被保険者として雇用する場合は、
取得届（⑰～㉓欄）と、喪失届（⑭～⑲欄）に、在留カードに記載された以下の内容
について記載してください。

「被保険者氏名（ローマ字）」
「在留カードの番号（在留カード右上に記載）」
「在留期間」
「資格外活動の許可の有無」
「派遣・請負就労区分」
「国籍・地域」「在留資格」

（４）転勤届（転勤日の翌日から10日以内）

被保険者が同一法人内で適用事業所間を異動した場合に提出します。
（※グループ内の関連会社に異動する場合は喪失→取得となります。）
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３ 得喪関係
（５）その他提出書類

① 「雇用保険関係各種届出書等再作成・再交付申請書」

② 「雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・取消願」

③ 「雇用保険適用事業所情報提供請求書」

・ 取得中の被保険者のみ確認できます。

・ 電話での個人情報に関する問い合わせは対応できないため、この届出により確認願います。

訂正・取消に係る確認書類 例

氏名訂正 労働者名簿、履歴書（写）

生年月日・
性別訂正

住民票・免許証（写）

取得日・
離職日訂正

出勤簿（タイムカード）賃金台帳・労働者名簿（写）

取消 出勤簿（タイムカード）、賃金台帳・労働者名簿（写）
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⑧ 離職日の翌日（7月 23 日） ⑨ ⑩ 賃金支払対象期間 ⑪ ⑫ ⑬ 備考欄
Ａ Ｂ 計

6 月 23 日 ～ 離 職 日 21 日 7 月 1 日 ～ 離 職 日 15 日 未計算

5 月 23 日 ～ 6 月 22 日 21 日 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 21 日 210,000

4 月 23 日 ～ 5 月 22 日 21 日 5 月 1 日 ～ 5 月 31 日 21 日 210,000

3 月 23 日 ～ 4 月 22 日 20 日 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日 21 日 210,000

2 月 23 日 ～ 3 月 22 日 20 日 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日 19 日 190,000 欠勤 2日
(3/19,3/23)

1 月 23 日 ～ 2 月 22 日 21 日 2 月 1 日 ～ 2 月 28 日 21 日 210,000

12 月 23 日 ～ 1 月 22 日 21 日 1 月 1 日 ～ 1 月 31 日 21 日 210,000

11 月 23 日 ～ 12 月 22 日 21 日

10 月 23 日 ～ 11 月 22 日 21 日

9 月 23 日 ～ 10 月 22 日 21 日

8 月 23 日 ～ 9 月 22 日 21 日

7月 23 日 ～ 8 月 22 日 21 日

４ 離職証明書（離職票）
（１）基本的な記載方法

例）R４.７.１入社 R５.７.22退職 給与月末締 日給月給制の場合

賃金締切日と離職日が一致しない場合は、⑧欄と⑩欄、⑨欄と⑪欄は別内容になります。

賃金が未確定の場合、最上段の賃金は未計算と記入して下さい（⑨欄と⑪欄の日数は記入必須）。
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４ 離職証明書（離職票）

ＳＴＵＤＹ 「賃金支払基礎日数」は「何日分の賃金を支給したか」がポイントです。

①賃金を月単位で定め、欠勤しても減額しない方
有給休暇を全て使い切り、欠勤や遅刻早退等をしても基本給等の減額をしない場合（いわゆる完全月給制）です。

→ その期間中の暦日数を記載してください。（例 ４月：30日 ５月：31日）

②賃金を月単位で定め、欠勤すると減額される方
①と異なり、欠勤や遅刻・早退等で基本給等の減額をする場合（いわゆる「日給月給制」）、以下のとおり
１日あたりの賃金額の算出方法から一ヶ月で何日分になるか確認し、そこから欠勤控除日数を引きます。

－
欠勤
日数 ＝

記入する
基礎日数

※ 遅刻・早退・半日欠勤等、
１日のうち出勤している時間が
ある場合は、上記の欠勤日数に
入れません。

（１）「年間の給与÷年間の出勤日数」で算出

⇒（年間の出勤日数÷12）

（２）「月の給与÷該当月の暦日数」で算出

⇒（該当月の暦日数）

（３）「月の給与÷該当月の所定の出勤日数」で算出

⇒（所定の出勤日数）

一般的な１日あたりの賃金額の算出方法
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③「日給制」「時給制」の方
出勤日数 + 有給休暇取得日数 + 事業所都合による休業日（休業手当が支払われた日）の合計を記入します。
※１時間でも出勤していれば１日と数えます。

Ａ欄

Ｂ欄



⑧ 離職日の翌日（9月 23 日） ⑨ ⑩ 賃金支払対象期間 ⑪ ⑫ ⑬ 備考欄
Ａ Ｂ 計

8 月 23 日 ～ 離 職 日 23 日 9 月 1 日 ～ 離 職 日 15 日 150,000

7 月 23 日 ～ 8 月 22 日 19 日 8 月 1 日 ～ 8 月 31 日 22 日 220,000

6 月 23 日 ～ 7 月 22 日 21 日 7 月 1 日 ～ 7 月 31 日 20 日 200,000

5 月 23 日 ～ 6 月 22 日 22 日 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 22 日 220,000

4 月 23 日 ～ 5 月 22 日 18 日 5 月 1 日 ～ 5 月 31 日 18 日 180,000

4 月 5 日 ～ 4 月 22 日 13 日 4 月 5 日 ～ 4 月 30 日 19 日 190,000

（２）賃金支払い日数11日以上の月が12ヶ月未満の場合（その①）

４ 離職証明書（離職票）

例）Ｒ５.4.5入社 R５.9.22退職 給与月末締 日給制の場合

7

遡及可能なのは

取得日までです

この場合、⑧と⑩は対象期間（4/5～9/22）

に対する区切りが違うだけです。そのため、

⑨と⑪の合計は同じ日数となります。

計116日 計116日



⑧ 離職日の翌日（7月 23 日） ⑨ ⑩ 賃金支払対象期間 ⑪
⑫

⑬ 備考欄
Ａ Ｂ 計

6 月 23 日 ～ 離 職 日 20 日 7 月 1 日 ～ 離 職 日 15 日 135,000

5 月 23 日 ～ 6 月 22 日 20 日 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 22 日 198,000

4 月 23 日 ～ 5 月 22 日 10 日 5 月 1 日 ～ 5 月 31 日 10 日 90,000
⑨欄 80H
⑪欄 72H

3 月 23 日 ～ 4 月 22 日 15 日 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日 12 日 108,000

2 月 23 日 ～ 3 月 22 日 20 日 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日 22 日 198,000

1 月 23 日 ～ 2 月 22 日 21 日 2 月 1 日 ～ 2 月 28 日 21 日 189,000

12 月 23 日 ～ 1 月 22 日 17 日 1 月 1 日 ～ 1 月 31 日 18 日 162,000

11 月 23 日 ～ 12 月 22 日 22 日 12 月 1日 ～ 12 月 31 日 20 日 180,000

10 月 23 日 ～ 11 月 22 日 21 日

9 月 23 日 ～ 10 月 22 日 20 日

8 月 23 日 ～ 9 月 22 日 21 日

7 月 23日 ～ 8 月 22 日 18 日

7月 １ 日 ～ ７月 22 日 15 日

（３）賃金支払い日数11日以上の月が12ヶ月未満の場合（その②）

４ 離職証明書（離職票）

離職日以前の２年間に賃金支払の基礎となった日が11日以上の完全月が12か

月（高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者の場合は離職日以前の１年間に

６か月）未満となる時は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間

以上の月を被保険者期間１か月として計上していきます。

そのため⑬欄備考に総勤務時間数の記載が必要となりました。

例）Ｒ４.７.１入社 R５.７.22退職 給与月末締 日給制の場合

8

令和2年8月
改正あり



⑧ 離職日の翌日（8月 1 日） ⑨ ⑩ 賃金支払対象期間 ⑪ ⑫ ⑬ 備考欄
Ａ Ｂ 計

7 月 1 日 ～ 離 職 日 0 日 7 月 1 日 ～ 離 職 日 0 日 0

11 月 1 日 ～ 11 月 30 日 20 日 11 月 1 日 ～ 11 月 30 日 20 日 300,000

10 月 1 日 ～ 10 月 31 日 31 日 10 月 1 日 ～ 10 月 31 日 31 日 300,000

9 月 1 日 ～ 9 月 30 日 30 日 9 月 1 日 ～ 9 月 30 日 30 日 300,000

8 月 1 日 ～ 8 月 31 日 31 日 8 月 1 日 ～ 8 月 31 日 31 日 300,000

7 月 1 日 ～ 7 月 31 日 31日 7 月 1 日 ～ 7 月 31 日 31 日 300,000

6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 30 日 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 30 日 300,000

5 月 1 日 ～ 5 月 31 日 31 日

4 月 1 日 ～ 4 月 30 日 30 日

3 月 1 日 ～ 3 月 31 日 31 日

2 月 1 日 ～ 2 月 28 日 28 日

1 月 1 日 ～ 1 月 31 日 31 日

12月 1 日 ～ 12 月 31 日 31 日

４ 離職証明書（離職票）
（４）病気やけが等で就労できず、賃金の支払いがない場合（受給要件の緩和）
例）H30.4.１日入社 R５.７.31退職 給与月末締 完全月給制 Ｒ４.11.21～離職日まで傷病欠勤の場合

省略できるのは、日数が0日の月で賃金の支払いがなく、

かつ就労不可の期間と理由を確認するための証明書

（例：傷病手当金支給申請書(写)や傷病手当金支給決定

通知書(写)、診断書等）を添付した期間です

最
上
段
は

省
略
不
可

この場合備考欄に

自 令和４年11月21日
至 令和５年 7月31日
253日間 傷病欠勤
賃金支払なし

と記入して下さい

9

受給要件の緩和
算定対象期間に病気・けが、育児休業等により引続き30日以上賃金支払いを受けることができなかった場合、その日数を算定
対象期間に加えて、被保険者期間を計算することができるようになります（最長４年間）。



４ 離職証明書（離職票）
（５）休業手当の支払いがある場合

① 休業手当の支給がある場合→備考欄に「休業日数」と「休業手当支給額」を記入してください。

10

② Ａ欄で休業と休業の間に所定休日のみがある場合、①と併せて「所定休日○日」と記入してください。

③ 時間休業がある場合、休業手当を除いた賃金額が平均賃金の60％以上か否かがポイントとなります。

例）時給制 １日８H勤務（時給1,250円）１日あたり平均賃金１万円 休業手当６割支給の場合

〇４時間だけ休業する場合

実働分の給与 ＜ １日分の平均賃金の６割

実働分含め休業扱いします。 備考欄に
実働分＋時間休業分の手当合計を記載
（5,000円 + 3,000円 ＝ 8,000円）

（ ※時給の60％相当分を
時間休業分として支給 ）

（４ｈ×1,250円＝5,000円） （10,000円×60％＝6,000円）

〇２時間だけ休業する場合

実働分の給与 ＞ １日分の平均賃金の６割
その日は休業扱いしません。 備考欄も
その日の休業分は除外してください。

（６ｈ×1,250円＝7,500円） （10,000×60％＝6,000円）

⑧ 被保険者期間算定対
象期間

⑨ ⑩ 賃金支払対象期間 ⑪
⑫

⑬ 備考欄
Ａ Ｂ 計

６ 月 １ 日 ～ 6 月 30 日 20 日 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 20 日 188,000 休業 ３日 18,000円

⑧被保険者期間算定対象
期間

⑨ ⑩ 賃金支払対象期間 ⑪
⑫

⑬ 備考欄
Ａ Ｂ 計

６ 月 １ 日 ～ 6 月 30 日 22 日 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 22 日 204,000
休業 ４日 24,000円
休業期間中の所定休日２日



ＳＴＵＤＹ

４ 離職証明書（離職票）

賃金額は「その期間の実労働分」の賃金を記載します！

通勤手当を定期券等により数ヶ月分まとめて支給した場合は、1ヶ月相当額を使用した

各月に割り振って計上して下さい。その際、端数は最終月に計上します。

例）4月～９月分の６ヶ月定期代 16,000円を４月に支給した場合

→16,000円÷6ヶ月＝2666.66·····円となるため４月～８月は2,666円を計上し、

９月は最終月となるため端数を加え、2,670円を計上して下さい。

① 通勤手当を定期券代等でまとめて支給した場合

② 固定給は当月払い、残業代等の変動給は翌月払いの場合
あくまで「その期間の実労働分」の賃金となるため、変動給部分は割り戻しします。

２月分給与 ３月分給与 ４月分給与 ５月分給与

基本給 250,000 250,000 260,000 260,000

時間外労働 15,000 18,000 20,000 22,000

総支給 265,000 268,000 280,000 282,000

離職票記載 268,000 270,000 282,000

11



４ 離職証明書（離職票）
（６）離職理由欄に係る確認資料

＊定年 → 就業規則

＊雇用期限到来による離職 → 就業規則・雇用契約書・雇入通知書など

＊契約期間満了 → 雇用契約書・雇入通知書など

＊休職期間満了 → 就業規則（休職規定部分）、休職に関する通知書（あれば）

＊早期退職優遇制度・選択定年制度 → 制度内容が分かるもの

＊重責解雇 → 労働基準監督署の解雇予告除外認定書(控)・就業規則・

懲罰委員会が開催されている場合は委員会の決定通知書など

＊週20時間未満に変更 → 雇用契約書・雇入通知書など（20時間未満のもの）

（※20時間未満への変更が「本人申出」か「事業主申出」のいずれか要記載）

※自己都合・解雇・退職勧奨などの場合は、退職願・解雇通知書・退職勧奨通知書などがあれば
添付して下さい。(無くても受理可能です。)

※離職理由が『自己都合以外の「労働者の判断によるもの」』(＝賃金遅配・過度な時間外労働など)の
場合は個別にご相談下さい。

12



（１）高年齢雇用継続給付（受給資格確認）

① 受給資格

・ ６０歳以上６５歳未満の一般被保険者であること。

・ 「被保険者であった期間」が通算して５年以上あること。

※６０歳到達日に「被保険者であった期間」が５年に満たない場合、５年到達日が要件該当日となります。

〇通算することができる場合
離職した日の翌日から再就職した日の前日の期間が１年以内かつ、その間に求
職者給付及び就業促進手当を受けていないとき

5 雇用継続給付関係（高齢）

② 受給資格確認時の必要書類

・ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票（「申請者氏名」欄に記名）

・ 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

・ 振込先口座確認資料（本人名義の「普通預（貯）金口座 通帳」の写し等）

・ 年齢確認書類（運転免許証、住民票など。マイナンバーの届出がある場合不要）

・ 賃金台帳・出勤簿（必要に応じて）

1



5 雇用継続給付関係（高齢）
③ 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書 の記載上のポイント

例）生年月日Ｓ38.7.23 60歳到達（誕生日前日）時点で被保険者であった期間が５年以上ある場合

⑥60歳に達し
た日等の年月日

令和５年7月22日 ⑦60歳に達し
た者の生年月日

昭和38年7月23日

⑧ 60歳到達～期間
（60歳に達した日の翌日：7月 23 日）

⑨ ⑩ 賃金支払対象期間 ⑪ Ａ Ｂ 計 ⑬ 備考欄

6 月 23 日 ～ 60歳に達した日等 21 日 7 月 1 日 ～ 60歳に達し
た日等

15 日 未計算

5 月 23 日 ～ 6 月 22 日 21 日 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 21 日 210,000

4 月 23 日 ～ 5 月 22 日 21 日 5 月 1 日 ～ 5 月 31 日 21 日 210,000

3 月 23 日 ～ 4 月 22 日 21 日 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日 21 日 210,000

2 月 23 日 ～ 3 月 22 日 21 日 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日 21 日 210,000

1 月 23 日 ～ 2 月 22 日 21 日 2 月 1 日 ～ 2 月 28 日 21 日 210,000

1 月 1 日 ～ 1 月 31 日 21 日 210,000

2

６
か
月
分
ま
で
記
載



5 雇用継続給付関係（高齢）
（２）高年齢雇用継続給付（支給申請時）

① 支給対象期間に支給された給与を基に計算します。

例１）賃金月末締、翌月１０日払いの場合

支給対象年月：５月、６月 ･･･ ５月支給（４月締）、６月支給（５月締）

例２）賃金２０日締、当月末日払いの場合

支給対象年月：５月、６月 ･･･ ５月支給（５月締）、６月支給（６月締）

3

② みなし賃金（減額）にご注意ください。



5 雇用継続給付関係（高齢）

ＳＴＵＤＹ①

ＳＴＵＤＹ②

例）日給月給者（基礎日数２５日）で、基本給２５万円の方が１日休業して、休業手当６千円支給
された場合

例）日給月給者（基礎日数２５日）で、基本給２５万円・皆勤手当１万円の方が、１日欠勤をした場合

みなし賃金額は
基本給以外の
給与も含みます

4



5 雇用継続給付関係（高齢）

ＳＴＵＤＹ③

例）日額１万円の日給制で所定労働日２０日の方が、２日間欠勤、休日出勤を２日した場合

5



5 雇用継続給付関係（高齢）

ＳＴＵＤＹ④

例）時間給１，２５０円・１日８時間勤務、通勤手当１日２００円、所定労働日２０日の方が
２日間欠勤し、２時間遅刻した日が１日ある場合

6



ＳＴＵＤＹ⑤

5 雇用継続給付関係（高齢）

例）前職（３月31日付退職）でも支給を受けていた方が、月末締め、翌月１０日支払いの
会社に４月１日より入社

例）４月と１０月に通勤手当(４０，０００円６か月分）がまとめて支給される場合

ＳＴＵＤＹ⑥

7



ＳＴＵＤＹ⑦

5 雇用継続給付関係（高齢）

例）月末締め当月末日支払 ⇒ ４月から月末締め翌月１０日支払に変更となった場合

３月 ４月 ５月 ６月

支給額 300,000
（3月締分）

０ 250,000
（4月締分）

260,000
（５月締分）

申請書記入 300,000 250,000 250,000 260,000

ＳＴＵＤＹ⑧

例）月末締め翌月１０日支払 ⇒ ４月から月末締め当月末日支払に変更となった場合

8



5 雇用継続給付関係（介護）
（３）介護休業給付

9

① 受給資格

・ 家族介護のため、「介護休業」を取得した被保険者であること。

・ 介護休業開始日の前２年間に、「みなし被保険者期間」が１２か月以上あること。

期間雇用
者のみ

・ 同一事業主のもとで１年以上雇用が継続していること

・ 介護休業開始予定日から起算して93日経過日から６か月経過日までに

労働契約が満了することが明らかでないこと

② 提出書類

・ 介護休業給付金支給申請書（「申請者氏名」欄に記名）

・ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

・ 振込先口座確認資料（本人名義の「普通預（貯）金口座 通帳」の写し等）

・ 介護休業申出書

・ 介護対象者の氏名・性別・生年月日と介護対象者との続柄確認書類（住民票、戸籍謄本等）

・ 賃金台帳・出勤簿等（必要に応じて）

↓同居の場合 ↓同居していない場合

令和4年
4月改正



６ 育児休業給付関係

1

出生後８週出生（10/10）

出生時① 育児休業①出生時② 育児休業②

今回の改正により、このような受給も可能となります。

令和４年
10月改正

１歳に達する日の前日

（１） 令和４年１０月改正の概要

・ 出生時育児休業給付金の創設

子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる、

産後パパ育休（出生時育児休業）制度の創設。

産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受給可能。

（２回まで分割でき、通算２８日分まで受給可能。）

・ 育児休業給付の分割取得

１歳未満の子について、原則２回の育児休業まで、育児休業給付金が受給可能に。

育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(延長交替)、

１歳～１歳６か月と１歳６か月～２歳の各期間において、夫婦それぞれ１回に限り

育児休業給付金が受給可能。

しゅっしょう



６ 育児休業給付関係

2

（２） 出生時育児休業給付金（支給要件）

【支給要件について】

・ 子の出生日から起算して８週間を経過する日の翌日まで（※出産日または出産予定日のうち早い方の日から、

遅い方の日から８週経過日の翌日まで）

の期間内に、４週間（２８日）以内の期間を定めて、当該子を養育するための出生時育児休業を取得

した被保険者であること（２回まで分割取得可）。

・ 育児休業開始日の前２年間に、「みなし被保険者期間」が１２か月以上あること。

・ 休業期間中の就業日数が、最大１０日（１０日を超える場合は就業した時間数が８０時間）以下であること。

・ （期間雇用者のみ）子の出生日※１から８週間を経過する日の翌日から６か月を経過する日までに、

その労働契約の期間※２が満了することが明らかでないこと。
※１ 出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日 ※２ 労働契約が更新される場合は更新後のもの

※離職した日の翌日から再就職した日の前日の期間が１年以内かつ、その間に失業給付に

係る受給資格決定を受けていない場合、前職との通算が可能です。

（この場合、前職の離職票が必要になります。）

※「最大」とあるのは、２８日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が２８

日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。

令和４年
10月改正



６ 育児休業給付関係

3

POINT

出生時育児休業③

＜例①＞ 出産予定日（子の出生日）から起算
して８週間を経過する日の翌日

出産予定日
（子の出生日）

本人 出生時育児休業① 出生時育児休業②

出生時育児休業

２８日目

＜例②＞
出産予定日（子の出生日）から起算

して８週間を経過する日の翌日
出産予定日

（子の出生日）休業開始初日

本人

【出生時育児休業給付金の対象とならないケース】

出生時育児休業を３回に分けて取得した場合の３回目の休業は対象になりません。
※３回目の休業が「出生時育児休業」ではなく「育児休業」であれば支給対象となります。

出生時育児休業を２８日間を超えて取得した場合、２８日超過部分の休業は対象になりません。

令和４年
10月改正



６ 育児休業給付関係

4

【提出書類】

・ 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書

・ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

・ 振込先口座確認資料（本人名義の「普通預（貯）金口座 通帳」の写し等）

・ 休業期間の確認できる書類（出生時育児休業申出書等）

・ 出産予定日確認書類（母子健康手帳、医師の診断書、育児休業申出書等）

・ 育児の事実確認書類（母子健康手帳等）

・ 出勤簿、賃金台帳等（照合省略可）

見本

育児休業給付受給資格確認票・
出生時育児休業給付金支給申請書

【注意点】

申請者との続柄確認も行うため、母親（または父親）の名前が記載された書類の提出が必

要です。そのため、母子健康手帳の出生届出済証明のページに市町村長の印が押されてい

ない場合・親の名前が記載されていない場合、書類を受理できません。

令和４年
10月改正（３） 出生時育児休業給付金（申請について）



６ 育児休業給付関係

5

【申請時の留意点】

・ 出産日または出産予定日のうち早い方の日から、出産日または出産予定日のうち

遅い方の日から起算して８週間を経過する日の翌日までが対象

例）10/10出産 10/15出産予定日 → 10/10～12/10（出産予定日から起算して８週）

8/1出産予定日 8/5出産 → 8/1～9/30（出産日から起算して８週）

・ 申請書の記載方法は、基本的には従来までの育児休業と同じですが、

分割取得する場合、以下のとおり必ず１回の申請にまとめて行います。

・ 申請期限は出産日（出産予定日前に子が出産した場合は、当該出産予定日）から起算して８週間

を経過する日の翌日から起算して２か月を経過する日の属する月の末日までです。

例）出産日が令和４年10月15日 → 申請期限は令和５年２月末日まで

令和４年
10月改正

２回目休業分を記載→

１回目休業分を記載→

POINT



６ 育児休業給付関係

6

【出生時育児休業中の就業について】
出生時育児休業期間中に以下の日数、及び時間を超える就業がされた場合、不支給となります。
通算２８日取得：１０日超かつ８０時間超の場合不支給となります。
通算２８日未満：日数は１０×（通算休業日数/２８）、時間は８０×（通算休業日数/２８）を超える
場合不支給。

例１）休業期間：10/1～10/8（就業4日、23.5時間） → 不支給

支給期間 就業日数・時間（端数切捨） 支給可否ライン（日数は端数切上）

10/1～10/8
（休業８日）

４日 ２３時間
（23.5時間を切捨）

３日
（10×8/28＝2.85

を切上）

２２．８５時間
（80×8/28＝22.85）

令和４年
10月改正

支給期間 就業日数・時間（端数切捨） 支給可否ライン（日数は端数切上）

10/1～10/8
（休業８日）

４日 ２３時間
（23.5時間を切捨）

８日
（10×22/28＝
7.85を切上）

６２．８５時間
（80×22/28＝62.85）

11/5～11/18
（休業14日）

５日 ３０時間
（30.5時間を切捨）

合 計 ９日 ５３時間

例２）１回目休業期間：10/1～10/8 （就業4日、23.5時間）

２回目休業期間：11/5～11/18（就業５日、30.5時間）
→ 支給（2２日分）

（４） 出生時育児休業給付金（就業について）



６ 育児休業給付関係

7

令和４年
10月改正

【支給額について】

支給額＝休業開始時賃金日額（※）× 休業期間の日数（２８日が上限）× ６７％

＜出生時育児休業中の就業に対して事業主から賃金が支払われた場合＞

※ 休業開始時賃金日額の上限額が別途定められておりますのでご注意ください。

※  支給された日数は、育児休業給付の支給率６７％の上限日数である１８０日に通算されます。

（５） 出生時育児休業給付金（支給額について）

支払われた賃金額 支給額

「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13％以下 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67％

「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13％超～
80％未満

（休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80％）－支払われた
賃金額

「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80％以上 不支給



６ 育児休業給付関係

8

令和４年
10月改正

【出生時育児休業期間中の賃金の取扱いについて】POINT

・ 出生時育児休業中に就業した場合

申請書に就業分に相当する賃金額を記載してください。

（支払い日が出生時育児休業期間か否か問いません。）

日給、時給的給与：出た分だけ計算
日給月給的給与 ：控除計算時の基礎日数で日割

例）日給月給制 基本給20万円 基礎日数22日
出生時育児休業10/1～20取得 うち5日就業した場合
20万円÷22×5＝45,454円

他の手当について：時間、日数に応じる手当なら対象
時間、日数関係無く固定なら除外
例）通勤手当を１日出勤したら○円支給 → 対象

出勤日数問わず固定で○円支給 → 対象外

※年次有給休暇取得は就業した日数・時間の対象とはしませんが、賃金額は対象とします。



６ 育児休業給付関係

9

令和４年
10月改正

（例）月給制で賃金末日締 10/11～20の10日間

出生時育児休業取得、月給30万円満額支給（毎月30万円固定）の場合

30万円×10日間÷31日間＝96,774.19 ⇒ 96,774円（記載する賃金額）

※この場合、休業開始時賃金日額の８０％（賃金月額30万円×0.8×10日÷30＝80,000円）

を超えているため、不支給となります。

・ 月給制により、休業期間中の賃金が減額されなかった場合、以下のとおり記載します。

【出生時育児休業期間中の賃金の取扱いについて】POINT

「支払われた賃金額」×
出生時育児休業期間を含む賃金月の

賃金支払対象期間の日数

出生時育児休業取得日数
＝ 記載する賃金額



６ 育児休業給付関係
（６） 育児休業給付の支給要件

・ １歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者（２回まで分割取得可）

・ 育児休業開始日の前２年間に、「みなし被保険者期間」が１２か月以上あること。

⇒令和３年９月１日以後に開始する育児休業については、産休開始日等を起算点

として確認することが可能となります。

・ 一支給単位期間中の就業日数が、１０日（１０日を超える場合は就業した時間数が８０時間）以下であること。

・ （期間雇用者のみ）子が１歳６か月までの間にその労働契約が満了することが明らかでないこと。

※「同一事業主のもとで１年以上雇用が継続していること」の要件は撤廃されました。

※離職した日の翌日から再就職した日の前日の期間が１年以内かつ、その間に失業給付に係る受給資

格決定を受けていない場合、前職との通算が可能です。

（この場合、前職の離職票が必要になります。）

10

令和4年
4月改正

※支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した１か月ごとの期間（その１か月の間に育児

休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間）をいいます。また、支給単位期間が１か月

に満たない場合も、就業日数が１０日又は就業時間数が８０時間以下かどうかで判断します。



（７） 育児休業給付の提出書類

・ 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書

・ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書（出生時育児休業給付金を申請済の場合は不要）

・ 振込先口座確認資料（本人名義の「普通預（貯）金口座 通帳」の写し等）

・ 育児の事実確認書類（母子健康手帳等の出産日を医師または市町村が証明しているもの）

※母子健康手帳は、出生届出済証明のページに市町村長印の押印と、親の氏名の記載が必要です。

・ 育児休業申出書（男性の場合、及び産後休業終了後育児休業開始していない場合）

・ 賃金台帳・出勤簿等（照合省略可）

６ 育児休業給付関係

11

「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成することで、申請書への被保険者の
記名の省略が可能となります。

※ ハローワークへの提出は必要ありません。
※ 必ず申請者氏名欄に「申請について同意済み」と記載してください。



⑦ 算定対象期間
（休業を開始した日：7月 23日）

⑧ ⑨ 賃金支払対象期間 ⑩ Ａ Ｂ計 ⑫ 備考欄

6 月 23 日 ～ 休業等を開始
した日の前日

0 日
7 月 1 日 ～ 休業等を開始

した日の前日
0 日 0

自 令和５年４月15日
至 令和５年7月22日

3 月 23 日 ～ 4 月 22 日 23 日 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日 14 日 140,000
99日間 産休のため賃
金支払い無

2 月 23 日 ～ 3 月 22 日 28 日 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日 31 日 300,000

1 月 23 日 ～ 2 月 22 日 31 日 2 月 1 日 ～ 2 月 28 日 28 日 300,000

12 月 23 日 ～ 1 月 22 日 31 日 1 月 1 日 ～ 1 月 31 日 31 日 300,000

11 月 23 日 ～ 12 月22 日 30日 12 月 1 日 ～ 12 月 31 日 31 日 300,000

10 月 23 日 ～ 11 月22 日 31 日 11 月 1 日 ～ 11 月 30 日 30 日 300,000

9 月 23 日 ～ 10 月 22 日 30 日 10 月 1 日 ～ 10 月 31 日 31 日 300,000

8 月 23 日 ～ 9 月 22 日 31 日

7 月 23 日 ～ 8 月 22 日 31 日

6 月 23 日 ～ 7 月 22 日 30 日

5 月 23 日 ～ 6 月 22 日 31 日

4 月 23 日 ～ 5 月 22 日 30 日

（８） 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 の記載上のポイント

例１）4/15~産休 5/27出産 7/23育休 賃金末締めの場合

【賃金月額計算について】
支払対象期間に産休がある場合、
それを除いて11日以上の月が
6か月必要になります。

12

６ 育児休業給付関係

備考欄に賃金が
支払われなかっ
た理由を記入



⑦ 算定対象期間
（休業を開始した日：12月 21日）

⑧ ⑨ 賃金支払対象期間 ⑩ Ａ Ｂ 計 ⑫ 備考欄

11 月 21 日 ～休業等を開始
した日の前日

0 日
12 月 1 日 ～ 休業等を開始

した日の前日
0 日 0

自 令和５年10月25日
至 令和５年12月20日

3 月 21 日 ～ 4 月 20 日 25 日 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日 14 日 140,000
57日間 第二子産休
賃金支払い無

2 月 21 日 ～ 3 月 20 日 28 日 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日 31 日 300,000
自 令和４年４月15日
至 令和５年10月24日

1 月 21 日 ～ 2 月 20 日 31 日 2 月 1 日 ～ 2 月 28 日 28 日 300,000
558日間 第一子産休・
育休のため賃金支払い無

12 月 21 日 ～ 1 月 20 日 31 日 1 月 1 日 ～ 1 月 31 日 31 日 300,000

11 月 21 日 ～ 12 月 20 日 30 日 12 月 1 日 ～ 12 月 31 日 31 日 300,000

10 月 21 日 ～ 11 月 20 日 31 日 11 月 1 日 ～ 11 月 30 日 30 日 300,000

9 月 21 日 ～ 10 月 20 日 30 日 10 月 1 日 ～ 10 月 31 日 31 日 300,000

8 月 21 日 ～ 9 月 20 日 31 日

7 月 21 日 ～ 8 月 20 日 31 日

6 月 21 日 ～ 7 月 20 日 30 日

5 月 21 日 ～ 6 月 20 日 31 日

4 月 21 日 ～ 5 月 20 日 30 日

13

例２）第一子：R４年4/15～産休 5/27出産 7/23育休開始
第二子：R５年10/25出産 12/21育休開始 賃金末締めの場合

６ 育児休業給付関係

備考欄に賃金が
支払われなかっ
た理由を記入

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の記載例②POINT
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６ 育児休業給付関係
注意！

受給要件の緩和により、受給資格確認が可能な期間は最長４年間です。

そのため、第一子育児休業取得後、職場復帰せずに第二子の育児休業を取得する場合、

・ 職場復帰せずに第三子の育児休業取得

・ 職場復帰せずに離職した時の失業等給付受給

これらの受給資格が発生しない可能性があります。

Ｒ５年４月１日
第三子育休開始

又は令和５年３月３１日離職

Ｒ３年６月１日
第二子育休開始

Ｒ3.6.1～ 第二子Ｒ1.8.1～Ｒ3.5.31第一子

Ｒ１年８月１日
第一子産休、育休開始

休業前

この場合、４か月（Ｈ31.4.1～Ｒ1.7.31）しか被保険者期間の確認
ができないため、受給資格はありません。

要件緩和可能期間
Ｈ３１年４月１日まで

前２年間要件緩和して遡及できる上限



（９） 育児休業中の就業について

・ 支給単位期間中の就業が１０日超え、かつ８０時間（端数切上）超えの場合不支給となります。

※出生時育児休業給付金と異なり、不支給となる就業日数・時間は休業日数に比例しません。

※この取り扱いはあくまでも、臨時的・一時的な就労にのみ限定されます。

・ 就業に対して事業主から賃金が支払われた場合

※ 支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額を記載。
一部分でも育児休業期間外を対象としているような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等は除外。

※  出生時育児休業給付金の支給日数は、育児休業給付の支給率６７％の上限日数の１８０日に通算されます。

15

６ 育児休業給付関係

支給日数180日分まで
に支払われた賃金額
（原則67％支給）

支給日数181日分以後
に支払われた賃金額
（原則50％支給）

支給額

休業開始時賃金日額×休業期間の
13％以下

休業開始時賃金日額×休業期間
の30％以下

休業開始時賃金日額×休業期間の日数
×67％（50％）

休業開始時賃金日額×休業期間の
13％超～80％未満

休業開始時賃金日額×休業期間
の30％超～80％未満

（休業開始時賃金日額×休業期間の日数
×80％）－支払われた賃金額

休業開始時賃金日額×休業期間の80％以上 不支給



（１０） パパ・ママ育休プラス制度

添付書類

・ 世帯全員について記載された住民票の写し

・ 配偶者の育児休業の取得を確認できる書類

※支給申請書に配偶者の被保険者番号が記載されており、配偶者の育児休業取得を確認できれば省略可

16

６ 育児休業給付関係

父母ともに育児休業を取得する場合は、以下a～cのいずれの要件も満たす場合に子が１歳２か月に

達する日の前日までの間に、最大１年まで育児休業給付金が支給されます。

a 育児休業開始日が、当該子の１歳に達する日の翌日以前である場合

b 育児休業開始日が、当該子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合

c 配偶者が当該子の１歳に達する日以前に育児休業を取得していること

※ 育児休業を取得できる期間（産後パパ育休の期間を含む。出産した女性の場合は、出生日以後の

産前・産後休業期間を含む。）は１年間です。



（１１） 受給期間の延長（保育所不承諾）

① 市区町村で保育所等の入所申し込みを１歳の誕生日の前日までに行う

（１歳半～２歳までの休業の場合、入所申し込みは１歳半に達する日まで）

② 入所申し込み時に入所希望日を１歳の誕生日以前とする

（１歳半～２歳までの休業の場合、入所希望日は１歳半以前）

③ 申込みをしたが利用できない場合

これらの確認資料として、以下の書類等が必要です。
・ 市区町村での入所申込書
・ 保育不承諾（保留）通知書等、など

（※他の理由による延長の場合、個別にお問い合わせください。）
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６ 育児休業給付関係

保育所等の入所申込みを行い、第一次申込みで内定を得たにもかかわらず、これを
辞退し、第二次申込みで落選した場合には落選を知らせる「保育所入所不承諾（保
留）通知書」にこうした事実が付記されることがあります。
この場合、原則として延長申請は認められません。

注意！



（１２） 育児休業給付の終了

・ 職場復帰する場合

・ 他の子（第一子の育児休業の場合、第二子等）の産前・産後休業が開始する場合

・ 離職する場合、等

これらの場合、育児休業給付は終了します。

※離職日が支給単位期間の末日：支給

離職日が支給単位期間の末日以外：支給できません

18

６ 育児休業給付関係

注意！

・ 申請者が復帰しているのに、復帰処理せずそのまま申請してしまった。

・ 他の子に係る産前休業が開始しているが、その期間も含めて申請していた。

・ １歳到達日前日まで支給申請し支給終了したが、実は延長対象者だった。等々。

最近、育児休業給付金の回収案件が増えています！ご注意ください！

【よくある原因】

・ 申請に関する同意を得て本人記名を省略した結果、本人との連絡を怠っていた。

・ 本社で集約して事務手続を行っているが、営業所から連絡がなかった。等々。



（１３） 同一の子の再度の育児休業（分割取得・延長交替）

子が１歳に達する日までの間に、出生時育児休業とは別に原則２回まで分割して育児休業が取得でき、

育児休業給付金も同様に原則２回まで分割して支給可能です。
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６ 育児休業給付関係
令和４年
10月改正

育児休業③

配偶者の出産予定日
（子の出生日）

育児休業① 育児休業②

子が１歳に達する日
の前日

３回目は対象外

【取得回数の例外①】

※３回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に

該当する場合は、この回数制限から除外されます。

Ⅰ. 別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した
場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合

Ⅱ. 育児休業の申し出対象である１歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消で
その子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合

Ⅲ. 育児休業の申し出対象である１歳未満の子が、負傷、疾病等により、２週間以上の期間にわたり
世話を必要とする状態になった場合

Ⅳ. 育児休業の申し出対象である１歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申し込み
を行っているが、当面その実施が行われない場合
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６ 育児休業給付関係
令和４年
10月改正

【取得回数の例外② 延長交替について】POINT

・ 育児休業の延長事由がある（被保険者又はその配偶者が子の１歳（１歳６か月）に達する日

において育児休業をしていること）

・ 夫婦交替で育児休業を取得（日付が接していること。夫婦の休業期間が重複していても可）

いずれも満たす場合に、１歳～１歳６か月と１歳６か月～２歳の各期間中、夫婦それぞれ１回

に限り育児休業給付金が受給可能になります。

例①）母親が１歳まで育児休業、延長事由に該当し、１歳に達する日後に夫婦交替で育児休業開始

父の申請
・ １歳に達する日、１歳６か月に達する日に配偶者（母）が育児休業中
・ 自身も１歳に達する日の翌日と１歳６か月に達する日の翌日に育児休業を開始

母の申請
・ １歳及び１歳６か月時点で配偶者（父）が育児休業を取得
・ 自身の育児休業開始日が、配偶者（父）の育児休業終了日と隣接

延長交替可能

出生日

（父）

子が１歳に
達する日

子が１歳６か月に
達する日

（母）

子が２歳に
達する日

延長交替
（育児休業③）

出生後
８週

延長交替
（育児休業⑤）

延長交替
（育児休業②）

育児休業①

延長交替
（育児休業④）
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６ 育児休業給付関係
令和４年
10月改正

【取得回数の例外② 延長交替について】POINT

例②）父親が１歳未満で２回の育休取得、延長事由に該当、１歳に達する日後に夫婦交替で育児休業開始

延長交替は、期間が重複していても可能です。

例③）延長交替できない場合

出生日

（父）

子が１歳に
達する日

子が１歳６か月に
達する日

（母）

子が２歳に
達する日

延長交替
（育児休業⑤）

出生後
８週

延長交替
（育児休業④）

育児休業①

延長交替
（育児休業⑥）

育児休業② 育児休業③

延長交替
（育児休業⑦）

（父）

（母）

子が１歳に
達する日

子が１歳６か月
に達する日

延長交替
（育児休業②）

育児休業①

どちらのケースも、延長交替時に育児休業が切れ目無く続いていない（空白期間がある）ため、延長交替できません。

（父）

子が１歳６か月に
達する日

（母）

子が２歳に
達する日

育児休業①

延長交替
（育児休業②）

延長
事由



22

６ 育児休業給付関係
令和４年
10月改正POINT

・ 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書

・ 育児休業期間確認書類（育児休業申出書等）

・ 確認書

・ 事実確認書類（延長交替時：世帯全員について記載された住民票と配偶者の育児休業取扱通知書等）

【提出書類について】

８欄
過去に同一の子について
出生時育児休業又は育児
休業を取得していた場合
に「１」と記載してくだ
さい。

２９欄
育児休業再取得理由
取得回数制限の例外事由
がある場合、以下の数字
を記載してください。

1 他休業事由の消滅
2 配偶者等の事由
3 子や保育の事情
5 延長交替

※申請書の記載は、基本は初回申請時と同内容ですが、
以下の点ご注意ください。

確認書
被保険者氏名 被保険者番号 － －

上記の者に係る同一の子についての育児休業の再度取得に
ついては、以下のとおりです。

※ 同一の子についての育児休業の再度取得の理由について、以下のいずれか
を○で囲んでください。

１－１ 当初の育児休業が終了した理由が他の子に係る産前産後休業及
び育児休業を取得したためであって、当該他の子が死亡した場合、
養子となったこと等の事情により同居しなくなったため

１－２ 当初の育児休業が終了した理由が介護休業を取得したためであっ
て、当該介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の解消、
離縁等により当該対象家族の介護を行わなくなったため

２－１ 配偶者が死亡したため
２－２ 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を

養育することが困難な状態になったため
２－３ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る

子と同居しなくなったため
３－１ 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神

上の障害により、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状
態になったため

３－２ 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用
を希望し申込みを行っているが、当面その実施が行われないため

4－１ 配偶者の延長交替（注１）として取得するため

令和 年 月 日
公共職業安定所長 殿

事業所名（所在地）
事業主氏名

見本

取得回数の
例外①、②
の場合のみ



６ 育児休業給付関係

共通の内容・相違点について
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令和４年
10月改正

出生時育児休業給付 育児休業給付（本体育児休業）

支給要件
①休業内容

子の出生日から８週間を経過する日の翌日までの期間内
に、４週間（28日）以内の期間を定めて、当該子を養育
するための出生時育児休業を取得した被保険者であるこ
と（２回まで分割取得可）。

１歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険
者であること（２回まで分割取得可）。

支給要件
②みなし

被保険者期間

休業開始日前２年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある（ない場合は就業している時間数が80時間以上の）完全月が
12か月以上あること。

支給要件
③就業日数

休業期間中の就業日数が、最大10日（10日を超える場合
は、就業している時間数が80時間）以下であること。
※「最大」とあるのは、28日間の休業を取得した場合の
日数・時間です。休業期間が28日間より短い場合は、そ
の日数に比例して短くなります。

一支給単位期間中の就業日数が、10日（10日を超える場合は
就業した時間数が80時間）以下であること。
※就業日数は休業取得日数に比例しません。

支給要件
④期間雇用者

子の出生日※１から８週間を経過する日の翌日から６か
月を経過する日までに、その労働契約の期間※２が満了
することが明らかでないこと。
※１ 出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日
※２ 労働契約が更新される場合は更新後のもの

子が１歳６か月までの間にその労働契約が満了することが明
らかでないこと。

支給額
休業開始時賃金日額×支給日数×67％ ※
※  支給された日数は、育児休業給付の支給率67％の上限日数である180日に通算されます。
※ 支払われた賃金の額によって減額あり

支払われ
た賃金の
取り扱い

出生時育児休業中に就労した場合、支払日を問わず就業
分に相当する賃金額を記載。月給制等により就労してい
なくても休業中の給与が減額されない場合、その期間に
相当する日割りした賃金額を記載。

支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額を記
載。一部分でも育児休業期間外を対象としているような給
与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等は除外。

POINT



６ 育児休業給付関係
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令和４年
10月改正

出生時育児休業給付 育児休業給付（本体育児休業）

提出書類

育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給
申請書

育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給
申請書

雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
※一度賃金月額の登録すれば以降（初回の育児休業、及び再度の育児休業等）の支給申請時は省略可

育児休業期間確認書類（出生時育児休業申出書等） 育児休業期間確認書類（育児休業申出書等）※男性の方や、産後
休業終了後、翌日から育児休業を開始していない場合に必要

出生予定日確認書類（母子健康手帳、医師の診断書、
育児休業申出書等）

原則、出生予定日確認書類は不要

育児の事実確認書類（母子健康手帳等）

出勤簿、賃金台帳等（照合省略可）

２回目
以後の
提出書類

分割申請不可 育児休業支給申請書
出勤、賃金台帳等及び休業証明書（照合省略可）
延長の場合、事実確認書類
職場復帰の場合、出勤簿等

再度の
休業時の
提出書類

分割申請不可 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給
申請書
育児休業期間確認書類
（取得回数の例外時）確認書 + 事実確認書類

申請
期限

子の出生日（出産予定日前に子が出生した場合は出産予定
日）から８週間を経過する日の翌日から起算して２か月を
経過する日の属する月の末日まで。

受給資格確認手続のみ行う場合、初回の支給申請を行う日まで
初回の支給申請も同時に行う場合、育児休業開始日から４か月
を経過する日の属する月の末日まで。

共通の内容・相違点についてPOINT


